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★ 会長挨拶        ★ 松本浩一会員      ★ 入会 3 年未満研修会 

会長あいさつ 

大西 淳滋郎 

皆さん こんにちは。 

１０日・１１日と開催されました地区大会では多くの会員様に御世話になりました。次週の１

８日の PETS（会長研修会）におきましてもご協力を宜しくお願い致します。先週の宮本副幹事の

卓話でも出ました「和を以て貴しとなす」を私が知る限りにおきましてご説明致します。この言

葉は皆さんがよく存じておられる聖徳太子の『十七条の憲法』に書かれております。そこで、『十

七条の憲法』の一部をご紹介したいと思います。十七条の憲法には本当に素晴らしく参考になる

ことが書かれております。ロータリアンとしても経営者としても参考にして頂きたいと思います。

また、地区運営におきましても参考にしたい言葉です。 

「和を以て貴しとなす」という言葉は、当クラブの周年事業の記録紙の表紙にも書かれており

ますし、皆さんもご存じかと思います。｢和｣を平安時代訳では｢和らぐ｣と訳しております。｢和ら

ぐ｣とは、｢柔らかになる｣・｢穏やかになる｣・｢睦ましく（親睦の心）｣という意味です。私はこの

訳し方が十七条の憲法には似合っていると思っています。それでは現代語訳にてご紹介致します。 

その第一条には、「一にいう、和をなによりも大切なものとし、いさかいを起こさぬことを根本

としなさい。人はグループなどを作りやすい。そうなると偏った見方にこだわって、他と対立を

深める結果になる。しかし皆が協調・親睦の気持ちをもって論議するなら、ものごとの道理にか

ない、どんなことも成就するものだ。」と記されています。ここでは、「世の中において大事なこ

とは、和を重んじて活発に議論を行うことである。」ということです。この第一条は、最後の条文、

第十七条が次のように対応しています。第十七条の内容は次の通りです。「十七にいう。ものごと

はひとりで判断してはいけない。かならずみんなで論議して判断しなさい。ささいなことは、か

ならずしもみんなで論議しなくてもよい。 

ただ重大な事柄を論議するときは、判断をあやまることもあるかもしれない。そのときみんなで

検討すれば、道理にかなう結論が得られる。」 

ここで注目すべきは、第一条も第十七条も、討論や議論の効用を最大限に高く評価しているとい

うことです。「和を以て貴しとなす」という言葉は、これまで自由な議論を封じ、長いものに巻か

れろ的な言葉として使われるむきがありました。それは聖徳太子の真意とは全く逆のものです。

聖徳太子は、公正な議論が不可欠と考えていたのです。和とは強調・親ぼくの心を持った議論の

中から出てくると述べられています。 

そのことは第十条を見れば明らかです。「十にいう。心の中の憤りをなくし、憤りを表情に出さ

ないようにし、他の人が自分と異なったことをしても怒ってはならない。人それぞれに考えがあ

り、それぞれに自分がこれだと思うことがある。相手が良くても自分は良くないと思うし、自分

が良いと思っても相手は良いと思わない。自分はかならず聖人で、相手が愚かだというわけでも

ない。皆ともに凡人なのだ。そもそもこれが良いとか良くないとか、だれが決めるのだろう。 

おたがい賢くもあり愚かでもあるのです。相手が憤っていたら、むしろ自分に間違いがあるので

はないかと考えた方が良い。自分ではこれだと思っても、みんなの意見に従って行動しなさい。」



と記されています。人は他人と意見がくい違うと、えてして自分は正しくて相手が間違っている

ように思いがちです。しかし、聖徳太子は「共に凡人にすぎない」と述べられています。冷静に

考えると確かにその通りです。この世に完全無欠な人間などどこにもいません。それなのに、自

分だけが完全無欠であると思い込んでいるとしたら、「それはよほどの思い上がった錯覚だ」と聖

徳太子は述べられています。 

上に立つものは、｢和らぎの心、つまり、穏やかに、柔軟な姿勢で、親しみやすく｣周りに接し

なさいと説かれています。和するということは、無理に統一するのでなく、議論し合った中で、

お互いを認め合うことだと思っています。違いを認め合ってこそ和することができるのでしょう。 

会長の時間を終わります。 


